
大和市告示第９号 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和元年５月２１日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱の一部を改正する要綱 

大和市つどいの広場こどもーる事業要綱（平成１９年大和市告示第１７９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表大和市渋谷六丁目６番地１の項中「火曜日」を「月曜日」に改める。 

附 則 

この要綱は、令和元年７月１日から施行する。 


